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中
村
圭
爾
著

六
朝
江
南
地
域
史
研
究

] 11 

メ』
口

安

著
者
の
二
十
年
ほ
ど
前
の
大
著
『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
に
つ
づ
く
本
書
は
、

著
者
が
六
朝
貴
族
制
研
究
と
併
行
し
て
進
め
て
き
た
六
朝
江
南
地
域
史
に
か

か
わ
る
論
文
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
大
著
で
、
新
稿
も
含
め
た
十
九
の
章

か
ら
成
り
、
そ
の
各
挙
が
さ
ら
に
五
つ
の
編
に
極
分
さ
れ
る
。
そ
の
編
・
章

名
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

序
章
六
朝
江
南
地
域
史
研
究
史

第
一
編
江
南
枇
舎
と
流
民

第
一
章
束
耳
目
時
期
揚
州
の
流
民
に
闘
す
る
一
考
察

第
二
章
束
耳
目
南
朝
に
お
け
る
議
州
・
南
珠
州
に
つ
い
て

第
三
章
南
朝
政
権
と
南
徐
州
枇
曾

第
二
編
江
南
の
開
設
と
地
域
性

第
四
ム
草
六
朝
時
代
三
呉
地
方
に
お
け
る
開
設
と
水
利
に
つ
い
て
の
若
干

の
考
察

第
五
章
六
朝
江
南
の
地
域
枇
舎
と
地
域
性

第
六
章
建
康
と
三
央
地
方

第
七
章
六
朝
時
期
舎
稽
郡
の
歴
史
的
役
割

第
三
編
江
南
六
割
幕
と
出
土
品

第
八
章
南
京
附
近
出
土
六
朝
墓
に
関
す
る
一
一
一
一
一
の
問
題

第
九
章
江
南
六
朝
墓
出
土
陶
奈
の
一
考
察

第
十
章
束
耳
口
南
朝
の
碑
・
墓
誌
に
つ
い
て

補
章
江
南
新
出
六
朝
某
と
墓
誌

第
四
編
建
康
研
究

第
十
一
章
建
康
の
「
都
城
」
に
つ
い
て

附
章
建
康
都
城
の
位
置
に
闘
す
る
一
試
論

第
十
二
章
建
康
と
水
運

第
十
三
章
建
康
に
お
け
る
惇
統
と
革
新

附
編第

十
四
章

第
十
五
章

第
十
六
章

官
室
惇
|
|
南
朝
に
お
け
る
財
政
機
構
|
|

南
朝
戸
籍
に
関
す
る
こ
問
題

六
朝
史
と
「
地
域
枇
舎
」

76 

以
下
、
章
を
お
っ
て
、
内
容
の
概
略
を
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
批
評
を
加
え

る
こ
と
に
し
た
い
。

序
章
で
は
、
「
こ
こ
で
い
う
江
南
地
域
と
は
、
主
と
し
て
長
江
下
流
南
岸
、

江
蘇
安
徽
雨
省
江
南
部
、
相
川
江
省
北
部
に
包
含
さ
れ
た
地
域
」
と
、
江
南
地

域
の
定
義
が
一
泌
さ
れ
、
さ
ら
に
本
書
に
お
い
て
取
り
上
げ
る
具
健
的
封
象
の

範
園
に
つ
い
て
、
「
お
よ
そ
六
朝
史
の
研
究
封
象
で
あ
る
政
治
、
経
済
、
世

舎
の
諸
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
代
の
歴
史
的
所
崖
の
要
素
を
重
覗
し
て
、

研
究
の
範
園
に
ふ
く
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
江
南
地
域
に
濁
特
の
自
然
候
件
や
、

六
朝
時
代
江
南
に
の
み
み
ら
れ
る
歴
史
的
現
象
に
限
定
し
た
い
」
と
、
封
象

の
範
園
が
明
示
さ
れ
る
。
つ
ぐ
つ
い
て
、
わ
が
固
に
お
け
る
桑
原
院
恥
以
来
の

研
究
に
加
え
て
、
中
凶
に
お
け
る
陳
寅
倍
、
珊
一
時
其
醸
以
来
の
研
究
に
つ
い
て
、
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概
観
と
批
評
が
行
わ
れ
る
。
江
南
地
域
在
住
在
職
の
研
究
者
の
業
績
が
詳
し

く
紹
介
さ
れ
て
い
る
黙
な
ど
が
、
と
く
に
有
盆
で
あ
る
。

第
一
編
は
、
永
嘉
の
乱
後
、
南
、
遷
し
た
流
民
と
の
関
連
で
江
南
各
地
の
枇

合
同
的
特
徴
を
究
明
し
た
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
第
一
章
で
は
、
と
く
に
揚
州

の
流
民
を
と
り
あ
げ
、
東
耳
目
ア
士
一
朝
の
流
民
針
策
全
般
の
考
察
を
行
う
。
ま
ず
、

中
原
の
良
民
で
あ
っ
た
大
量
の
流
民
が
戸
籍
を
失
い
、
揚
州
の
大
姓
の
客
・

奴
と
な
っ
て
い
る
事
態
に
針
し
て
、
太
興
四
年
(
一
三
二
)
、
東
菅
政
府
は

こ
れ
を
追
認
し
つ
つ
も
、
大
姓
の
戸
籍
に
客
と
し
て
注
記
す
る
形
で
、
把
握

し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
こ
で
と
く
に
重
要
な
の
は
、

こ
の
措
置
に
か
か
わ
る
『
陪
書
』
食
貨
志
の
記
事
「
客
皆
注
家
籍
」
を
、
客

自
身
の
戸
籍
に
、
何
某
の
客
で
あ
る
と
注
記
し
た
と
よ
む
通
説
が
成
立
し
が

た
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
黙
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
成
和
年
間
(
一
一
一
一
一
六

よ
二
三
四
)
の
士
断
以
後
、
太
元
年
間
(
三
七
六
1

三
九
六
)
初
期
の
戸
口

調
査
ま
で
の
流
民
封
策
を
検
討
し
、
戸
口
調
査
と
そ
れ
に
基
づ
く
戸
籍
登
録

が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
揚
州
境
内
の
流
民
に
経
済
的
役
割
を

は
た
さ
せ
よ
う
と
い
う
音
ω
闘
を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
。
最
後
に
、
義
照
土

断
(
四
二
二
)
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
束
音
の
揚
州
境
内
流
民
に
封
す
る
施

策
の
典
型
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
三
呉
(
呉
郡
・
呉
興
郡
・
合
稽
郡
)
を
中
心

と
す
る
江
南
内
地
の
流
民
は
十
着
化
さ
せ
て
経
済
基
盤
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
長
江
沿
岸
部
の
流
民
は
軍
事
力
量
化
す
る
と
い
う
二
つ
の
方
策
が
併
存

し
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

第
二
章
で
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
等
閑
楓
さ
れ
て
き
た
議
州
・
南
海
州
を
と

り
あ
げ
る
。
元
来
、
現
在
の
河
南
省
南
部
を
境
域
と
し
て
い
た
抽
出
州
は
、
東

耳
目
末
、
義
照
土
断
に
よ
っ
て
、
黄
河
以
南
、
長
江
以
北
と
い
う
慶
大
な
境
域

を
設
定
さ
れ
た
。
同
時
に
、
こ
の
珠
州
の
流
民
は
、
「
徐
売
青
三
州
の
瓦
日
陵

に
居
る
者
」
が
北
府
の
中
心
戦
力
と
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
黄
籍
に
登
録

さ
れ
て
新
た
に
土
着
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
新
奮
の
住
民
を
包
含
す
る
慶

大
な
珠
州
は
、
劉
宋
初
、
永
初
三
年
(
四
二
二
)
、
に
准
水
を
境
に
南
北
に

分
割
さ
れ
、
設
州
・
南
珠
州
が
成
立
し
た
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
、

設
州
の
支
配
者
的
地
位
に
あ
っ
た
陳
郡
謝
氏
な
ど
有
力
土
族
の
大
半
は
抽
出
州

境
域
内
で
は
な
く
、
建
康
周
遣
な
ど
長
江
南
岸
各
地
に
客
寓
居
住
し
て
い
た

が
、
先
遮
の
義
照
土
断
を
捨
骨
回
し
た
謝
晦
の
例
か
ら
、
彼
ら
が
珠
州
へ
の
影

響
力
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
東
亘
日
期
の
議
州
刺
史
就
任
者

が
い
ず
れ
も
橡
州
の
名
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
が
、

こ
れ
に
到
し
て
、
宋
・
斉
時
代
に
は
、
南
抽
出
州
刺
史
の
大
竿
が
宗
室
、
抽
出
州

刺
史
は
寒
門
武
人
で
あ
っ
て
、
「
州
の
名
族
に
依
援
す
る
よ
う
な
地
方
統
治

が
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
な
州
民
構
成
の
愛
化
が
、
人
口
流
動
の
結
果
生
じ

て
い
る
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
こ
の
結
に
つ
い
て
の
具

樫
的
分
析
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

第
三
章
で
は
、
江
南
の
凶
日
陵
郡
(
東
以
日
の
北
府
軍
圏
の
擦
黙
)
等
を
境
域

と
し
て
僑
置
さ
れ
た
南
朝
期
の
南
徐
州
を
と
り
あ
げ
、
州
中
正
な
ど
の
州
官

や
州
刺
史
・
郡
太
守
の
就
任
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
南
徐
州
中
正
は
、
浪

邪
王
氏
と
蘭
陵
斎
氏
に
ほ
ぼ
濁
占
さ
れ
て
お
り
、
中
正
以
外
の
州
官
就
任
者

に
は
、
王
氏
や
粛
氏
の
下
位
に
位
置
す
る
と
み
ら
れ
る
彰
城
劉
氏
、
東
莞
劉

氏
、
東
莞
戚
氏
、
東
海
徐
氏
、
済
陽
江
氏
な
ど
の
名
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
南
徐
州
の
階
層
秩
序
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、
注
目
す
べ

き
事
賓
と
し
て
、
産
自
克
州
か
ら
南
徐
州
に
編
入
さ
れ
た
済
陽
郡
を
本
貫
と
す

る
江
氏
な
ど
が
売
・
南
売
州
中
一
止
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
交

州
の
最
有
力
者
の
一
員
で
あ
っ
た
江
氏
の
地
位
の
慣
性
的
継
績
、
惇
統
的
本

貫
へ
の
懐
奮
と
な
ら
ん
で
、
右
の
よ
う
な
南
徐
州
枇
舎
の
身
分
秩
序
の
中
で

77 
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み
ず
か
ら
を
浪
邪
の
王
氏
の
下
位
に
位
置
附
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
江
氏
が

選
揮
し
た
名
目
上
の
措
置
に
か
か
わ
る
も
の
と
い
え
よ
う
」
と
興
味
深
い
解

轄
を
提
示
す
る
。
ま
た
、
州
刺
史
・
郡
太
守
の
就
任
者
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、

南
徐
州
刺
史
に
宗
室
を
任
命
す
る
と
い
う
原
則
が
ほ
ぼ
南
刺
を
通
じ
て
遵
守

さ
れ
た
ほ
か
、
南
浪
邪
、
南
彰
城
な
ど
の
重
要
な
僑
郡
に
も
多
く
宗
室
と
南

徐
州
本
貫
の
姓
族
を
配
置
し
、
そ
の
他
の
中
小
僑
郡
に
は
恩
倖
、
寒
門
、
武

人
生
寸
を
配
置
し
、
奮
民
が
多
数
を
占
め
る
亙
日
陵
郡
・
義
興
郡
に
は
、
浪
邪
王

氏
生
寸
北
来
の
名
族
を
配
し
て
、
僑
民
・
奮
民
の
編
戸
掌
握
を
強
化
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
後
半
の
州
刺
史
・
郡
太
守
の
就
任
者
の
傾

向
に
つ
い
て
の
分
析
は
簡
略
で
あ
り
、
も
っ
と
深
め
る
絵
地
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

第
二
編
は
、
江
南
開
設
お
よ
び
江
南
各
地
の
地
域
性
に
か
か
わ
る
論
文
で

構
成
さ
れ
る
。
第
四
章
は
、
六
割
河
川
三
呉
地
方
の
開
設
JV}
水
利
事
業
・
施

設
を
中
心
に
究
明
し
た
も
の
で
、
初
同
の
公
表
よ
り
二
十
数
年
を
経
過
し
た

今
日
に
お
い
て
も
、
こ
の
分
野
の
全
面
的
で
し
か
も
詳
細
な
研
究
と
し
て
は

唯
一
の
論
文
で
あ
り
、
こ
の
方
面
に
つ
い
て
の
知
見
を
得
ょ
う
と
す
る
者
の

必
讃
文
献
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
、
六
朝
時
代
の
江
南
地
域
を
、
お
お
ま
か
に
菅
陵
(
北
府
の

置
か
れ
た
京
口
な
ど
)
、
三
呉
、
建
康
な
ど
の
小
地
域
に
分
け
て
、
軍
事
的

側
而
で
の
基
盤
は
耳
目
陵
に
あ
り
、
経
済
的
側
面
で
の
基
盤
は
三
呉
に
あ
っ
た

が
、
政
治
方
面
で
は
一
貫
し
て
耳
目
陵
出
身
の
皇
帝
が
三
呉
出
身
の
官
僚
と
共

同
統
治
を
行
い
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
異
な
る
地
域
を
統
合
す
る
の
が
首
都
建

康
、
と
い
う
闘
式
を
描
く
。

第
六
章
で
は
、
建
康
と
そ
の
基
盤
で
あ
る
三
呉
地
方
と
の
関
係
を
と
り
あ

げ
、
三
呉
地
方
の
経
済
的
援
展
が
、
建
康
と
い
う
大
量
の
消
費
人
口
集
中
地

の
山
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
あ
り
か
た
を
規
定
さ
れ
た
側
由
を
描
き
出
す
。
ま

ず
、
建
康
の
人
口
に
つ
い
て
、
「
二
十
八
高
齢
戸
」
と
い
う
記
載
(
『
太
平
麦

宇
記
』
引
「
金
陵
記
」
)
も
あ
る
が
、
郭
繋
安
の
研
究
に
よ
っ
て
三
、
四

O

高
人
と
す
る
の
が
賓
情
に
そ
う
、
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
政
府
官
僚
と
そ

の
関
係
者
や
商
業
従
事
者
、
崎
旧
尼
な
ど
の
人
口
構
成
者
に
検
討
を
加
え
、
相

骨
固
な
部
分
は
一
一
一
呉
出
身
者
で
あ
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
一
一
一
呉
地
方
か
ら
建
康

へ
向
け
て
の
商
品
流
通
や
三
呉
地
方
の
産
業
を
概
観
し
、
と
く
に
青
姿
の
流

通
や
生
産
に
紙
数
を
さ
き
、
舎
稽
郡
上
虞
・
始
寧
豚
や
呉
血
ハ
郡
徳
清
牒
で
生

産
さ
れ
た
青
套
が
建
康
を
は
じ
め
江
南
各
地
に
流
通
し
た
こ
と
、
屯
・
邸
な

ど
の
山
川
叢
津
の
開
設
に
関
す
る
組
織
機
構
が
青
査
の
生
産
に
も
深
く
か
か

わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

第
七
章
で
は
、
三
共
地
方
の
な
か
で
も
と
く
に
経
済
面
で
の
役
割
の
大
き

か
っ
た
舎
稽
郡
を
と
り
あ
げ
、
産
業
や
流
通
、
枇
舎
の
嬰
化
な
ど
に
つ
い
て

兵
髄
相
を
描
く
。

第
三
編
は
、
考
古
率
的
笈
掘
の
成
果
を
重
要
な
史
料
と
し
て
と
り
あ
げ
た

論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
第
八
章
で
は
、
会
九
八

0
年
代
初
頭
ま
で
に
公
表
さ

れ
て
い
た
南
京
附
近
の
六
朝
某
の
形
式
、
規
模
、
所
在
地
を
考
察
し
た
う
え

で
、
こ
の
時
代
の
特
徴
を
一
一
小
す
宗
族
墓
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
と
く
に
江

蘇
省
宜
興
勝
城
内
で
出
土
し
た
南
人
豪
族
の
代
表
的
存
在
で
あ
っ
た
義
興
周

氏
の
墓
群
(
束
育
成
立
以
前
)
が
墓
域
も
'
蹟
く
墳
丘
も
大
き
い
の
に
封
し
て
、

南
京
北
郊
の
浪
邪
王
氏
墓
群
、
浪
邪
顔
氏
慕
群
(
と
も
に
東
耳
目
成
立
以
後
)

な
ど
北
人
貴
族
の
墓
が
小
規
模
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
九
章
で
は
、
江
南
六
朝
幕
出
土
の
副
葬
陶
姿
の
種
類
や
組
合
せ
に
つ
い

て
整
理
し
、
そ
の
時
期
的
饗
化
や
貌
音
北
朝
墓
と
の
比
較
に
つ
い
て
考
察
し
、

あ
わ
せ
て
陶
奈
の
生
産
と
流
通
に
つ
い
て
も
考
究
し
て
い
る
。
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第
十
章
で
は
、
東
耳
目
南
朝
の
碑
・
墓
誌
に
つ
い
て
、
文
献
に
み
え
る
も
の
、

現
存
・
新
内
(
一
九
八

0
年
代
初
頭
ま
で
)
の
も
の
、
隻
方
を
概
観
し
て
全

樫
像
を
示
す
。
六
朝
の
石
刻
史
料
を
あ
っ
か
う
場
合
の
必
讃
文
献
で
あ
る
に

(

F

J

)

 

も
か
か
わ
ら
ず
、
初
出
は
科
研
費
の
報
告
書
で
あ
り
一
般
に
は
閲
覧
が
困
難

で
あ
っ
た
か
ら
、
今
凶
本
主
目
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。
本
論

文
か
ら
教
え
ら
れ
る
黙
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
『
義
文
類
取
県
』
に
引
用
さ
れ

る
問
・
墓
誌
と
現
賓
の
そ
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
、
「
ま
ず
碑
・
誌

の
文
章
が
製
作
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
墓
碑
・
墓
誌
が
刻
さ
れ
る
一
方
、
銘

の
部
分
は
作
者
の
文
集
等
に
収
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
「
察
文
類
緊
』
の
ご
と

き
抜
粋
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
慰
な
ど

は
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
し
よ
う
。

補
章
は
、
一
九
八

0
年
代
以
降
の
考
古
事
的
資
料
の
増
加
に
釘
癒
し
て
、

本
書
の
た
め
に
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
章
で
あ
る
。
南
京
北
郊
浪
邪
王
氏

墓
地
で
一
九
九
八
年
以
後
に
出
土
し
た
墓
・
墓
誌
や
、
一
九
八
四
年
か
ら
八

七
年
に
か
け
て
後
掘
さ
れ
た
南
京
南
郊
陳
郡
謝
氏
の
墓
・
墓
誌
な
ど
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
て
お
り
有
益
で
あ
る
が
、
最
新
の
研
究
成
果
な
ど
に
よ
る
補

完
修
正
の
絵
地
を
残
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
後
述
し

-、。

千
人
、

ν第
四
編
は
、
六
割
の
都
、
建
康
に
関
す
る
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
第
十
一

章
で
は
、
建
康
の
も
っ
と
も
外
側
の
城
壁
で
あ
る
「
都
城
」
の
形
態
や
位
置

に
つ
い
て
、
建
康
一
帯
の
水
路
を
て
が
か
り
に
考
察
し
、
朱
僕
『
4
1
陵
卜
υ蹟

(
8
)
 

園
考
』
以
来
の
通
説
と
は
異
な
り
、
や
や
斜
め
に
歪
ん
だ
長
方
形
を
呈
し
て

い
た
と
い
う
見
解
を
提
示
す
る
。
通
説
に
よ
る
歴
史
地
園
等
で
親
し
ん
で
き

た
建
康
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
塗
り
替
え
ら
れ
る
可
能
性
が
大
き
く
な
っ
た
。

こ
の
新
説
を
別
の
側
面
か
ら
補
強
し
た
の
が
、
附
章
で
あ
る
。

第
十
二
章
で
は
、
建
康
の
都
市
と
し
て
の
形
態
や
機
能
を
大
き
く
規
定
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
水
路
を
と
り
あ
げ
、
宮
城
・
都
城
や
居
住
匿
と
水
路

の
関
係
、
水
運
と
商
業
と
の
関
係
な
ど
の
概
観
を
示
す
。
本
論
文
に
よ
っ
て
、

華
北
の
都
市
と
は
犠
相
を
異
に
す
る
江
南
の
都
市
、
建
康
の
特
徴
的
な
あ
り

か
た
の
具
健
像
が
格
段
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

第
十
三
章
で
は
、
中
岡
古
代
都
城
縫
展
史
の
な
か
に
建
康
を
位
置
づ
け
る

試
み
の
一
環
と
し
て
、
渓
貌
耳
口
北
貌
の
洛
陽
、
苗
日
貌
の
都
、
唐
の
長
安
な
ど

と
比
較
し
て
、
そ
の
停
統
的
要
素
と
革
新
的
要
素
と
を
究
明
し
て
い
る
。

附
編
は
、
以
上
の
四
編
に
包
婦
さ
れ
な
い
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。
第
十
四

章
で
は
、
南
朝
特
有
の
財
政
組
織
で
あ
る
蓋
俸
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
存
在

が
分
権
的
・
自
立
的
と
い
わ
れ
る
南
朝
の
支
配
鰹
制
に
、
か
な
ら
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
要
素
|
中
央
集
権
的
要
素
を
見
出
す
。
墓
停
に
闘
し
で
は
、
本

論
文
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
専
論
で
あ
り
、
貴
重
な
業
績
で
あ
る
。

第
十
五
章
は
、
南
朝
の
戸
籍
に
闘
す
る
ふ
た
つ
の
論
貼
、
戸
籍
混
乱
の
愛

端
と
さ
れ
る
劉
宋
元
嘉
二
七
年
(
四
五

O
)
の
徴
援
に
際
し
て
の
克
除
規
定

の
問
題
と
、
戸
籍
記
載
内
容
の
書
き
か
え
・
俄
造
の
問
題
と
を
と
り
あ
げ
て

考
察
し
、
そ
の
考
察
結
果
を
ふ
ま
え
て
南
朝
戸
籍
で
は
上
籍
と
庶
籍
と
が
別

個
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
皐
説
を
明
確
に
否
定
し
た
。
こ
の
士
籍
が
存
在

し
た
と
考
え
る
か
γ

川
円
か
で
、
い
わ
ゆ
る
六
朝
貴
族
の
性
格
が
大
き
く
嬰
わ
っ

て
く
る
大
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
一
段
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
て
き

た
だ
け
に
、
こ
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
く
、
江
南
地

域
史
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
貴
族
制
の
研
究
史
の
う
え
で
劃
期
的
業
績
で
あ

る。
第
十
六
章
で
は
、
一
九
八

0
年
代
に
、
中
園
史
研
究
の
方
法
概
念
と
し
て

提
起
さ
れ
た
「
地
域
祉
曾
」
の
頑
黙
を
六
朝
史
研
究
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
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場
合
に
留
音
叫
す
べ
き
問
題
貼
に
つ
い
て
、
著
者
自
身
の
賓
践
経
験
も
ふ
ま
え

て
考
察
し
、
「
地
域
枇
曾
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
普
遍
性
と
特
殊
性
と
が
交
錯

し
つ
つ
存
在
す
る
貼
に
留
意
す
べ
き
こ
と
、
そ
こ
に
生
き
る
諸
個
人
の
具
躍

的
な
生
ま
で
を
覗
野
に
い
れ
た
「
地
域
」
の
認
識
に
立
っ
て
六
朝
時
代
の

「
地
域
社
舎
」
像
を
さ
ら
に
嬰
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
一
つ

の
個
別
研
究
の
見
取
固
と
し
て
江
南
枇
舎
の
地
域
性
を
提
示
す
る
。
「
地
域

一
吐
曾
」
あ
る
い
は
「
共
同
健
」
の
硯
貼
に
鰯
愛
さ
れ
た
研
究
は
、
構
造
分
析

の
而
で
は
確
か
に
有
数
性
を
愛
揮
し
た
が
、
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
は
、
も
れ

こ
ぼ
れ
る
部
分
も
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
著
者
の
危
慎
、
そ
の

も
れ
こ
ぼ
れ
た
部
分
を
す
く
い
と
る
試
み
が
本
書
の
テ

1
マ
、
}
札
南
地
域
史

で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
章
を
謹
む
こ
と
に
よ
っ
て
明
倖
に
な
る
。

本
書
の
内
容
を
概
観
し
、
必
要
に
麿
じ
て
論
評
を
加
え
て
き
た
。
六
割
時

代
の
江
南
地
域
が
首
都
建
康
、
そ
の
経
，
品
川
的
基
盤
で
あ
る
三
呉
地
方
、
軍
事

的
基
盤
で
あ
る
耳
目
陵
の
三
つ
に
大
き
く
わ
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、

さ
ら
に
、
建
康
と
三
呉
地
方
そ
れ
ぞ
れ
の
具
際
相
や
相
互
の
関
係
が
考
古
同
学

的
成
果
も
ま
じ
え
な
が
ら
明
示
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
く
、
今
後
の
研

究
に
も
確
か
な
基
礎
を
輿
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
豊
富
な

内
容
を
も
っ
本
書
の
各
編
・
章
の
内
容
は
相
互
に
有
機
的
に
関
連
し
あ
っ
て

い
る
の
で
、
讃
者
は
そ
の
こ
と
に
留
意
し
て
本
書
を
讃
み
進
め
る
必
要
が
あ

る
。
こ
の
各
編
・
章
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
貼
か
ら
気
づ
い
た
蛤
を
つ
ぎ
に

述
べ
て
み
よ
う
。

本
書
を
讃
ん
で
第
一
に
気
づ
く
黙
は
、
六
刺
江
南
地
域
史
と
い
う
新
領
域

の
開
拓
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
序
論
で
は
、
六
朝
江
南
地
域
史
に
か
か

わ
る
研
究
史
が
禁
欲
的
に
淡
々
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

そ
れ
で
有
盆
な
の
で
あ
る
が
、
護
者
と
し
て
は
、
や
や
物
足
り
な
い
印
象
を

受
け
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
物
足
り
な
さ
も
、
第
十
六
章
を
あ
わ
せ
て
讃
む

こ
と
に
よ
っ
て
か
な
り
の
部
分
解
消
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
序
論
の
部
分

に
も
、
第
十
六
章
の
内
容
を
筒
述
す
る
な
ど
の
工
夫
が
あ
れ
ば
、
本
書
を
讃

み
進
め
る
う
え
で
大
い
に
助
け
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
に
述
べ
た
序
論
と
第
十
六
章
の
ほ
か
に
も
、
本
書
を
譲
む
場
合
、
そ
れ

ぞ
れ
別
の
編
に
属
し
て
い
て
も
、
あ
わ
せ
て
譲
ま
れ
る
べ
き
論
文
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
第
二
編
の
第
六
章
が
第
四
編
の
諸
章
と
関
連
す
る
こ
と
は
、
わ

か
り
や
す
い
例
で
あ
る
。
ま
た
、
各
章
は
、
ほ
ぼ
初
出
の
ま
ま
千
を
加
え
て

い
な
い
の
で
、
第
六
章
で
建
康
の
人
口
を
三
、
四

O
寓
と
し
な
が
ら
、
第
十

二
章
で
は
、
百
寓
を
こ
え
る
と
す
る
よ
う
な
く
い
ち
が
い
も
み
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
第
十
二
章
の
ほ
う
が
第
六
章
よ
り
前
に
書
か
れ
た
論
文
な
の
で
、
現

在
の
著
者
の
見
解
は
、
第
六
章
の
方
で
あ
る
。
こ
の
第
六
章
は
ま
た
、
青
奈

の
流
通
や
生
産
に
紙
教
を
さ
い
て
い
る
関
係
上
、
第
三
編
の
第
九
章
と
あ
わ

せ
て
参
照
す
る
必
要
が
あ
り
、
宮
、
際
に
深
く
か
か
わ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

右
は
、
各
章
を
あ
わ
せ
て
讃
む
必
要
の
あ
る
例
だ
が
、
本
書
で
は
関
連
性

が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
閥
連
附
け
て
考
究
す
る
絵
地
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
編
の
第
六
、
七
章

で
は
、
曾
稽
郡
な
ど
三
呉
地
方
か
ら
建
康
へ
の
物
資
流
通
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
か
か
る
重
要
な
流
通
経
路
に
政
府
が
閥
輿
す
る
こ
と
は
嘗
然
考

え
ら
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
で
、
附
編
第
十
四
章
で
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
蓋
惇
が
大
い
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
事
賓
、
本
章
に
も
合
稽
郡
の

蓋
停
の
存
在
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
、
七
章

に
は
、
墓
停
に
つ
い
て
の
論
及
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
貼
に
考

究
の
品
跡
地
を
残
す
。
そ
の
際
、
本
書
で
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
次
の
記
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事
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
『
宋
書
』
巻
七
九
、
文
五
王
・
克
陵
王
誕
惇
所
載
の

有
司
に
よ
る
克
陵
王
劉
誕
弾
劾
文
の
な
か
で
、
劉
誕
が
曾
稽
太
(
寸
で
あ
っ
た

こ
ろ
の
罪
状
を
述
べ
、

又
た
太
官
の
東
惇
、
奮
と
献
御
有
り
。
喪
乱
岐
に
平
ら
ぎ
た
る
も
、
猶

お
断
過
を
加
え
、
珍
差
庶
品
、
回
し
て
私
謄
に
充
つ
。

と
あ
る
。
曾
稽
郡
に
は
、
太
官
の
束
停
が
あ
っ
て
、
物
資
を
中
央
官
鷹
の
太

官
へ
輸
送
す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
た
が
、
元
嘉
末
(
四
五
三
)
、
文
帝
が

皇
太
子
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
内
乱
が
お
さ
ま
っ
て
か
ら
も
、
劉
誕
は
、

東
停
の
輸
迭
を
さ
し
と
め
て
、
そ
の
物
資
を
横
領
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
束
停
は
、
明
ら
か
に
墓
停
の
こ
と
で
あ
り
、
人
目
稽
か
ら
建
康

へ
の
物
資
流

ι一
見
考
え
る
場
合
に
重
要
な
て
が
か
り
と
な
る
こ
と
は
ま
ち
が

い
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
各
編
・
章
の
内
容
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
黙
か
ら
気
づ
い
た
貼
で

あ
る
。
最
後
に
、
第
三
編
補
章
の
と
こ
ろ
で
鰯
れ
た
、
最
近
の
成
果
に
よ
っ

て
修
正
の
飴
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
黙
を
述
べ
よ
う
。
そ
れ

は
、
南
京
北
郊
出
土
の
浪
邪
ア
士
一
氏
墓
誌
に
つ
い
て
の
知
見
で
あ
る
。
ま
ず
、

象
山
八
時
抗
墓
か
ら
出
土
し
た
墓
誌
で
あ
る
が
、
こ
の
墓
主
に
つ
い
て
は
、

『
文
物
』
二

0
0
0年
第
七
期
所
載
の
報
告
で
は
、
「
王
命
之
」
と
さ
れ
て

い
て
、
著
者
も
そ
れ
に
擦
っ
て
い
る
(
四
一
四
頁
以
十
)
が
、
羅
新
・
葉
偉

『
新
出
貌
耳
目
南
北
朝
幕
誌
疏
誼
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
物
の
字
は
少
及
で
あ

り
、
名
と
ハ
子
の
意
味
の
関
連
か
ら
い
っ
て
、
「
合
之
」
で
は
な
く
て
「
企

之
」
と
讃
む
の
が
正
し
い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ
れ
に
従
い
王
企
之
と
し
た

ほ
、
つ
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
、
っ
か
。

ま
た
、
十
一
波
墓
の
墓
主
で
あ
る
王
康
之
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
「
王
彪

之
の
本
停
に
は
な
い
か
れ
の
子
か
、
あ
る
い
は
王
彬
最
晩
年
の
正
室
継
室
夫

人
以
外
の
子
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
詳
細
不
明
で
あ
る
」
(
四
一
八
l
四一

九
頁
)
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
羅
新
・
葉
燥
の
前
掲
書
(
印
一
張
皐
鋒
の
論
文
に

よ
れ
ば
、
ア
士
一
彪
之
の
了
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
て
い
る
。

右
の
二
黙
は
、
最
新
の
研
究
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
べ
き
黙
で
あ
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
も
七
競
墓
の
墓
主
と
推
定
さ
れ
る
王
彬
の
兄
庚
の
肩
書
き
を

「
右
衛
将
軍
刑
州
刺
史
」
(
四
一

O
自
ハ
)
と
さ
れ
る
が
、
『
瓦
墨
田
』
巻
七
六
本

停
に
よ
れ
ば
、
「
平
南
将
軍
刑
州
刺
史
」
で
あ
る
。
ま
た
、
王
彬
の
浅
年
に

つ
い
て
も
、
『
耳
百
主
目
』
巻
七
六
本
俸
に
は
「
本
官
、
年
五
十
九
」
と
の
み
記

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
三
三

0
年
代
中
葉
と
み
ら
れ
る
」
(
四
一
八
頁
)
と
さ

れ
る
。
こ
の
推
定
は
正
し
い
の
で
は
あ
る
が
、
『
資
治
通
鑑
』
巻
九
五
「
耳
目

紀
」
一
七
成
康
二
年
(
二
二
二
六
)
二
月
の
僚
の
「
向
室
長
射
(
旺
彬
卒
」
と
い

う
記
事
か
ら
、
同
は
年
を
確
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
こ
と
に

さ
さ
い
な
黙
で
は
あ
る
が
、
新
内
墓
誌
に
つ
い
て
は
、
正
史
な
ど
文
献
史
料

を
参
照
し
つ
つ
考
究
す
る
絵
地
も
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
書
の
内
容
を
、
ム
草
を
お
っ
て
概
観
し
、
批
許
を
加
え
た
う
え
で
、

各
編
・
章
の
有
機
的
関
連
と
い
う
観
黙
か
ら
気
づ
い
た
黙
や
新
出
墓
誌
に
つ

い
て
の
修
正
意
見
を
述
べ
て
き
た
。
評
者
の
力
量
不
足
と
闘
心
の
偏
り
に
よ

り
、
本
主
自
の
豊
富
な
内
容
を
十
分
に
、
ま
た
正
確
に
紹
介
で
き
ず
、
各
章
に

よ
っ
て
琉
需
の
大
き
い
紹
介
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
貼
、
著
者
・
讃
者

の
御
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。
本
書
に
よ
っ
て
六
朝
江
南
地
域
史
と
い
う
新

生
出
が
切
り
拓
か
れ
た
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
り
、
今
後
こ
の
方
面
の
研
究

が
盛
ん
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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中
村
圭
爾
『
六
朝
貴
族
制
研
究
』
風
間
書
房
、

一
九
八
七
。
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(
2
)
桑
原
際
戒
「
耳
目
室
の
南
渡
と
南
方
の
開
設
」
(
初
山
一
九
一
回
、

『
桑
原
隙
戴
全
集
』
第
一
巻
、
岩
波
書
庖
、
一
九
六
八
)
0

(
3
)

陳
寅
倍
「
貌
書
司
馬
容
惇
江
東
民
族
係
緯
誼
及
推
論
」
(
初
出
一

九
四
三
、
陳
寅
倍
『
金
明
館
叢
稿
初
編
』
上
海
古
籍
出
版
枇
、
一
九

八
O
)
0

(
4
)
讃
其
藤
「
E

目
、
水
嘉
乱
後
之
民
族
遷
徒
」
(
初
出
一
九
三
回
、
諜
其

駿
『
長
水
集
』
上
、
人
民
出
版
枇
、
一
九
八
七
)

0

(
5
)

中
園
水
利
史
研
究
舎
編
『
佐
藤
博
土
還
暦
記
念
中
園
水
利
史
論

集
』
図
書
刊
行
舎
、
一
九
八
一
。

(
6
)

郭
禁
安
「
南
京
歴
史
人
目
的
繁
遷
及
其
原
因
」
(
江
蘇
省
枇
聯
歴

史
皐
合
同
・
江
蘇
省
副
合
同
科
向
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
江
蘇
史
論
考
』
江

蘇
古
籍
出
版
枇
、
一
九
八
九
)
九
八
頁
。

(
7
)

河
青
能
平
編
『
比
較
史
の
観
貼
に
よ
る
史
料
亭
の
線
合
的
研
究
』

一
九
八
八
。

(
8
)

朱
俣
『
金
陵
古
蹟
園
考
』
商
務
印
書
館
、
一
九
三
六
。

(
9
)

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
六
朝
の
帳
下
に
つ
い
て
」
(
「
東

洋
史
研
究
』
四
八
虫
色
二
競
、
一
九
八
九
)
一
二
四
頁
で
と
り
あ
げ
た

こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
東
停
の
束
は
、
曾
稽
の
通
稀
で
あ
る
東
山
や
、

舎
稽
一
帯
を
「
東
関
」
(
『
南
斉
圭
目
』
巻
二
六
王
敬
則
惇
)
と
い
う
こ

と
な
ど
と
共
通
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
東
山
に
つ
い
て
は
、
中
村
氏
の

本
書
六
O
三
一
良
、
「
東
開
」
は
、
同
じ
く
二
六
四
頁
に
み
え
る
。

(
日
)
羅
新
・
葉
偉
『
新
山
貌
菅
南
北
朝
墓
誌
琉
諮
』
中
華
童
日
局
、
二

O

。
五
、
一
八
頁
。
『
文
選
』
各
五
四
、
陸
機
「
五
等
論
」
に
、
「
蓋
企

及
進
取
、
仕
子
之
常
志
o
」
と
み
え
、
李
主
口
注
に
よ
れ
ば
、
『
雄
一
記
』

檀
弓
上
の
「
子
思
日
、
先
王
之
制
雄
也
、
過
之
者
、
術
而
就
之
、
不

至
罵
者
、
肢
而
及
之
o
」
に
も
と
づ
く
と
い
う
か
ら
、
羅
新
・
業
燈

説
が
安
賞
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
羅
新
・
葉
燈
前
掲
書
、
二
二
頁
。
張
皐
鋒
「
南
京
象
山
東
耳
目
玉
氏

家
族
墓
誌
研
究
」
(
牟
愛
松
主
編
『
社
合
奥
図
家
閥
係
蹴
野
卜
的
漠

唐
歴
史
愛
、
蓬
」
川
本
東
師
範
大
向
学
出
版
祉
、
二

O
O
六
)
二
二
二
一
頁
。

そ
の
論
擦
は
王
康
之
慕
誌
と
と
も
に
十
一
競
墓
か
ら
出
土
し
た
、
王

康
之
の
妻
何
法
仔
一
の
幕
誌
に
「
養
兄
臨
之
息
績
之
」
と
あ
る
こ
と
で
、

こ
の
「
兄
臨
之
」
を
『
文
物
』
二

0
0
二
年
第
七
期
所
載
の
報
告
で

は
何
法
登
の
兄
と
す
る
解
轄
を
示
し
て
い
た
が
そ
れ
は
誤
り
で
、
王

康
之
の
兄
で
あ
り
、
『
音
量
目
」
王
彪
之
惇
に
み
え
る
彪
之
の
子
、
臨

之
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
論
議
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
「
北
堂
書
紗
』
巻
一
三
九
引
『
耳
口
起
居
注
』
に
よ
れ
ば
、
成
康
元

年
に
、
王
彬
が
「
向
書
左
僕
射
」
に
在
任
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
、

『
資
治
通
錐
」
の
記
載
と
整
合
す
る
よ
う
に
思
う
。

二
O
O六
年
一

O
月
東
京
汲
古
来
日
院

A
五
判
八
十
六
二
二
十
九
頁
一
五
七
五

O
固
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